
6款1項3目05事業 経営継承・発展等支援事業補助金

農業者の一層の高齢化と減少が急速に進むことが見込まれる中，将来にわたって地域の農地利用等
を担う経営体を確保するため，国と市が一体となって，将来の農地利用ビジョンを含む人・農地プランに
位置付けられた経営体等の経営を継承し発展させる取組を支援する。
（1,000千円上限（国，市がそれぞれ1/2を負担））

新規 ・ 拡充

目 的

農政課 予算書P114  金額1,000千円

経営継承予定者 1名×1,000千円＝1,000千円（うち市負担上限額500千円）

補助金事務局

⑥有識者による
審査等

⑫申請内容の確認

補助事業者
〔市町村〕
④市町村事業計画の
策定、経営発展計画に
ポイントを付与※
※ポイントの付与は，国
の実施要綱で規定。

⑩申請内容の確認

補助対象者
中心経営体等
の後継者

⑮経営発展計画
に基づく取組を
実施

①補助事業者の公募 ②補助対象者の公募

③経営発展計画等の提出⑤事業提案書の提出

⑦採択通知
(補助対象者ごとの採択採択結果を含む)

⑧採択通知

⑨計画承認，補助金交付申請⑪計画承認，補助金交付申請

⑬計画承認・割当内示，補助金交付決定 ⑭事業実施通知，補助金交付決定

⑯取組完了報告

⑰実績報告・精算払請求⑱実績報告・精算払請求

⑲精算払 ⑳精算払

内 容


